
１　総括

　給与費については、任期付短時間勤務職員及び暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用
短時間勤務職員の給与費が含まれておりますが、会計年度任用職員の給与費は含まれておりません。

※ラスパイレス指数が100を超えている理由

ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職
員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の
俸給月額を100として計算した指数です。

（　）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパイレス指数
とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当
の支給割合を用いて補正したラスパイレス指数です。
（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給割合）／（１＋国の指定基準に基づく地
域手当支給割合）により算出。）

２

４ ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60歳に
達した日後の最初の４月１日以後に支給される給料月額について、本来の給料月額の７割水準
に設定される職員を除いている。

　職員手当には退職手当を含みません。

３

２

職員数
Ａ
人

1,987

給料
千円

7,690,951

職員手当
千円

1,604,789

給    与    費

(3)　ラスパイレス指数の状況

（注）１

計　　Ｂ 給与費 Ｂ/Ａ 平均一人当たり給与費

６年度
千円 千円 千円 千円

3,230,533 12,526,273 6,304 6,541
（注）１

期末・勤勉手当

※ラスパイレス指数が１００を超えている理由について
　国では平成18年度から「給与構造の改革」、平成24～26年度に「給与減額支給措置」、平成27年度から「給
与の総合的見直し」を実施。市では平成24・25年度及び平成30年度に市独自の昇給抑制等の措置を実施してい
るが、国の措置に対して実施遅れ等が影響していることから、人事院及び人事委員会の勧告等を踏まえ、給与
の適正化を図る。

福島市の給与・定員管理等について

区　分
歳出額 実質収支 人件費率 (参考)

Ａ Ｂ／Ａ ５年度の人件費率

６年度
千円 千円 ％ ％

131,573,365 4,716,489 16.0 14.8

住民基本台帳人口
(令和７年1月1日)

人

264,652

(1)　人件費の状況（普通会計決算）
人件費

Ｂ
千円

21,089,489

再任用職員（短時間勤務）、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含みません。
　職員数については、令和７年４月１日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員、暫定

３ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

(2)　職員給与費の状況（普通会計決算）

区　分
(参考)一人当たり (参考)類似団体

R4.4.1

101.2

R4.4.1

99.5 
R4.4.1

98.7 

R5.4.1

100.9

R5.4.1

99.4 
R5.4.1

98.6 

R6.4.1

101.0

R6.4.1

99.4 R6.4.1

98.6 

R7.4.1

100.6

R7.4.1

99.4 
R7.4.1

98.7 

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

福島市 類似団体平均 全国市平均

（101.2） （100.9） （101.0) （100.6）
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① 給料表の見直し

[　実施　]

（給料表の改定実施時期）　令和７年４月１日

② その他の見直し内容

２　職員の平均給料月額、初任給等の状況

①

歳 円 円 円
歳 円 円 円
歳 円 円 円
歳 円 円 円

②

歳 人 円 円 円 － － －
歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 － － －
歳 人 円 円 円 － － －
歳 人 円 － 円 － － －
歳 人 円 円 円 － － －

円 円
円 円
円 円
円 円

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

③ 教育職

歳 円 円
歳 円 円
歳 円 円
歳 円 円
歳 円 円

うち清掃職員 6,898,920 4,457,900 1.55

飲食物調理従事者 1.44

－

253,900 1.85
49 251,000

福島県 53.3

うち用務員

294,567

3,557,900 1.85

「平均給料月額」とは、令和７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

3,395,700 1.96
3,335,600 2.32

区　分 平均年齢

※年収ベースの「公務員（Ｃ)」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された期
末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

6,666,976

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています（令和4年～6年の３か年平均）。

参　　考
年収ベース（試算値）の比較

公務員

60.2
1.57

うち運転手 55.7 8 乗用自動車運転者

－

－

用務員

Ｃ／Ｄ
（Ｃ） （Ｄ)

類似団体

364,200 394,323

福島市

民間

399,000

うち運転手

－

区　分

うち学校給食員 6,580,740

－ －

381,639

(4)　社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）の実施状況について

区　　　分 平均年齢 平均給料月額

302,100 339,471 314,399
351,900うちその他 47.2 41 383,381

50.9 175 323,727 381,452 354,857
337,907

365,803

うち用務員 50.6

468,475 421,775
67

125

374,700 410,410 386,995 廃棄物処理業

－

45.1 270,300361,200 388,895

福島市

374,095

平均年齢 平均年齢 平均給与月額
（Ｂ）

福島県 42.7
40.6

（１）

332,237 -

48
379,469

職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和７年４月１日現在）
一般行政職

参　考

414,480
類似団体

397,159

平均給料月額

335,600

平均給与月額
（Ａ）

平均給与月額
（国ベース）

扶養手当、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当について、国及び県と同様に見直しを実施。
（令和７年４月１日実施）

（内容）
　　一般行政職の給料表について、国及び県の見直し内容を踏まえ、３級から７級までの初号近辺の号給を
　　カットし、これらの級の初号の給料月額の引上げを行うとともに、８級に隣接する級間での給料月額の
　　重なりの解消等を実施。

42.3 331,473 417,367 377,585

50.6 364,500福島市

40

平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

－
うち清掃職員 53.3 39
うち学校給食員 50.3

332,000 402,365 357,062
417,259 366,537

区　分
公　務　員 民　　　間

320,600

職員数

技能労務職

対応する民間
の類似職種

国 41.9

Ａ／Ｂ

195
1.28

38.5 369,400
　　うちその他の教育職 49.5 436,800 505,627

328,122 383,554
　福島県

手当等を除いたもの）で算出しています。

7,737,800

40.4　類似団体
（注）１

「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべて２

の諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務

395,845　　うち幼稚園教育職

平均給料月額 平均給与月額

381,000 421,381

　福島市 44.6 406,539 456,315

国 51.3 1,703

45.3
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円 円 円
円 円 円
円 円

円

円 円 円 円
円 円 円 円

円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況

人 ％
 

円 円
人 ％

 
円 円

人 ％
 

円 円
人 ％

 
円 円

人 ％
 

円 円
人 ％

 
円 円

人 ％
 

円 円
人 ％

 
円 円

平成１９年に９級制から８級制に変更しています。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級を
 それぞれ統合）

該当者なし

技能労務職

技能労務職
高校卒
中学卒

230,300

高校卒 189,400

（注）

198 16.2
３　級 係長 330 27.0
４　級 困難な業務を分掌する係長 264 21.6

414,900

２
（注）１

部次長

188,000

経験年数10年
297,200
260,900

経験年数20年
362,800

標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

８　級 部長 18
461,500
486,700

342,200
382,000
425,800

2.632７　級
1.5

区　分 福島市

(1)　一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和７年４月１日現在）
区　分 標準的な職務内容 職員数

福島市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

－ -

220,000

該当者なし

１　級 主事

390,700

315,900
186,700

(3)　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）

大学卒

福島県

５　級

234,000
265,400

中学卒 －

230,300

292,200
315,400課長補佐 135 11.0

６　級

２　級 副主査

398,200

-

411,200

一般行政職
大学卒
高校卒 198,000 198,000

196,900

263,900

該当者なし

319,000
276,500

357,300
該当者なし

課長 78 6.4

該当者なし

構成比

区　分

国

経験年数25年

362,800

427,200

最高号給の給料月額

(2)　職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）

一般行政職
386,200

378,600

1号給の給料月額

168 13.7

高校卒

経験年数30年

該当者なし

1級, 13.7 1級, 13.0 
1級, 15.8 

2級, 16.2 2級, 18.3 
2級, 19.4 

3級, 27.0 3級, 24.6 
3級, 21.4 

4級, 21.6 4級, 23.2 4級, 23.7 

5級, 11.0 5級, 10.3 5級, 9.1 

6級, 6.4 6級, 6.7 6級, 6.5 

7級, 2.6 7級, 2.4 7級, 2.7 
8級, 1.5 8級, 1.5 8級, 1.4 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和７年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比

9級

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級
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　標準、下位の区分

管理職員

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある区分

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある区分

一般職員

　イ.　人事評価を活用している

活用している昇給区分

　標準の区分のみ（一律）

　上位、標準、下位の区分

　ロ.　人事評価を活用していない

　活用予定時期

　上位、標準の区分

未定

(3)　昇給への人事評価の活用状況（一般行政職）（福島市）

令和７年度中における運用

未定

○ ○

(2)  国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和７年４月１日現在）
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４　職員の手当の状況

６ ６

（ ６ （ ６ （ ６

（ （ （ （ （ （

(    )内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）　（福島市）

退職手当の１人当たり平均支給額は、６年度に退職した職員に支給された平均額です。

　なし（令和６年度実績）

－

２ 「勧奨・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日
以後その者の非違によることなく退職した場合を含む。

(3)　地域手当

その他の加算措置 その他の加算措置

勤続35年
月分

職制上の段階、職務の級等による加
算措置
・役職加算　5～20%
・管理職加算　15～25%

　　定年前早期退職特例措置（2%～20%加算）

　上位、標準の成績率

月分

勤続20年 19.6695 月分 24.586875 月分 勤続20年 19.6695 月分 24.586875

未定 未定　活用予定時期

管理職員

（注）

83.7/10083.7/100

　イ.　人事評価を活用している

○

月分

福島県 国

千円
年度支給割合） 年度支給割合）

2.1

(1)　期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（

期末手当     勤勉手当    
2.5 月分 2.1 月分

福島市

2.5 月分 2.1 月分

28.0395

期末手当     勤勉手当     期末手当     勤勉手当    
月分2.50

年度支給割合）

年度）年度）

月分

（加算措置の状況）

月分

一般職員

1,760

1.4 ）月分 1

１人当たり平均支給額（

）月分

－
1,626 千円

国

1.4 ）月分

47.709
最高限度

支給可能な
成績率

支給実績が
ある成績率

33.27075

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による
加算措置
・役職加算　5～20%
・管理職加算　10～25%

職制上の段階、職務の級等によ
る加算措置
・役職加算　5～20%

自己都合 勧奨・定年

47.709 月分

福島市

支給実績が
ある成績率

47.709最高限度

　上位、標準、下位の成績率

(2)　退職手当（令和７年４月１日現在）

勤続25年 28.0395 月分 33.27075
39.7575 月分 47.709 月分 勤続35年 39.7575 月分

勧奨・定年

○

令和７年度中における運用

活用している成績率
支給可能な

成績率

自己都合

　ロ.　人事評価を活用していない

（支給率）

応募認定・定年自己都合
1人当たり平均支給額

調整率 調整率

3,463

　　定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）

勤続25年

47.709 月分

月分

47.709

1 ）月分 1.4 ）月分 1 ）月分

　標準、下位の成績率

　標準の成績率のみ（一律）

（支給率）
月分

（注）１

月分

千円 20,850 千円
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清掃作業手当

日額　300円

　　千円

2
　　千円

都市政策部下水道室下水
道総務課に勤務する職員

保健所に勤務する職員

6,733

日額　450円

一頭　50円

(4)　特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

26.3 %

一回　300円

防疫作業手当

支給実績（６年度決算） 43,289 千円
支給職員１人当たり平均支給年額（６年度決算） 74,517 円
職員全体に占める手当支給職員の割合（６年度）

支給実績
(６年度決算)

主な支給対象業務

日額　350円　　千円
230

市税等事務従事手当

第一種手当
・月額　5,800円
・庁外において市税等の徴収事務に従事し
た場合
日額　450円
第二種手当
・庁外において市税等の滞納に係る動産の
差押え等
日額　450円

税外徴収手当

建設部道路保全課に勤務
する職員

特殊自動車運転手当

手当の種類（手当数） 19

手当の名称 左記職員に対する支給単価

クリーンセンターの焼却炉
内の指示及び点検作業に従
事した場合

動物の死体処理作業に従事
した場合

グレーダ、トラクターショ
ベル又はロードスイーパー
の運転業務に従事した場合

感染症の発生を予防し、又
はそのまん延を防止のため
消毒等の作業に従事した場
合

感染症の病原体に汚染され
ている区域において当該病
原体に感染した者に接触す
る作業又は当該病原体の付
着した物件の処理作業に従
事した場合

主な支給対象職員

財務部又は市民・文化ス
ポーツ部国保年金課に勤
務する職員

市民・文化スポーツ部国
保年金課に勤務する職員

財務部納税課に勤務する
職員

都市政策部住宅政策課に
勤務する職員

環境部あぶくまクリーン
センター又はあらかわク
リーンセンターに勤務す
る職員

感染症の病原体を採取し、
試験検査の作業に従事した
場合

専ら市税等の賦課、徴収等
の事務に従事した場合

庁外において国民健康保険
診療報酬等の徴収事務に従
事した場合

庁外において後期高齢者医
療保険料及び介護保険料の
徴収事務に従事した場合

庁外において住宅使用料の
徴収事務に従事した場合

都市政策部市街地整備課
に勤務する職員

100

庁外において土地区画整理
事業清算金の徴収事務に従
事した場合

庁外において農業集落排水
事業分担金若しくは使用料
又は下水道事業受益者負担
金の徴収事務に従事した場
合

　　千円

82
　　千円

6



児童福祉業務手当 日額　150円

月額　5,800円

5,885
　　千円

410

　　千円

12,785
　　千円

14,428

日額　350円
　　千円

一勤務において出動があ
つた場合
一勤務　400円

正機関員月額
・大型免許所持者
　2,900円
・普通免許所持者
　2,300円

出動一回　150円

交替制勤務手当

　　千円

消防業務手当

一人　1,700円

特殊現場業務手当 日額　300円

0千円

用地交渉業務手当

100

一　水火災その他の災害の
現場作業

二　消防自動車、救急自動
車等の運転

三　消防法(昭和23年法律
第186号)に基づく救急業務

正規の勤務として交替制で
勤務した場合

はしご付消防自動車等で、
地上又は水面上１０ｍ以上
の箇所で、消火又は救出作
業に従事した場合

工事現場等で地上又は水面
上１０ｍ以上の高所におい
て、保守点検、工事検査等
の業務に従事した場合

困難な保育業務又は障害児
の療育訓練及び生活指導に
専ら従事した場合

日額　400円

社会福祉業務手当 月額　7,600円

行旅死病人等措置手当
行旅病人の救護に従事した
場合

　　千円

一体　5,000円

福祉事務所に勤務する次
に掲げる職員
一　社会福祉法(昭和26年
法律第45号)第15条第1項
に定める指導監督を行う
所員及び現業を行う所員
二　身体障害者福祉司
三　知的障害者福祉司

右記業務に従事した職員

災害が発生し、又は発生す
るおそれがある場合に、災
害対策本部の指揮下で、屋
外において応急作業又は復
旧作業に従事した場合

庁外において公共の用及び
公共の利益のための土地の
取得の業務に従事した場合

社会福祉に関する業務に専
ら従事した場合

行旅死亡人その他の死亡人
の措置に従事した場合

財務部、農政部、建設
部、都市政策部又は支所
に勤務する職員

商工観光部にぎわい商業
課に勤務する職員

環境部環境課に勤務する
職員

右記業務に従事した職員
(消防職の職員を除く。)

右記業務に従事した職員

庁外において測量、工事検
査等の業務に従事した場合

20ｋｇの分銅を使用し、計
量検査の業務に従事した場
合

庁外において騒音振動等の
調査の業務に従事した場合

保育所、認定こども園又
はこども発達支援セン
ターに勤務する保育士、
保育教諭又は看護師

消防本部又は消防署に勤
務する職員が、右記に掲
げる業務に従事した場合

消防本部又は消防署に勤
務する職員

消防本部又は消防署に勤
務する職員

右記業務に従事した職員

高所作業手当

0
　　千円

0
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0
　　千円

一　屋外において行う場合
日額　6,600円

二　屋内において行う場合
日額　1,330円

原子力災害対応作業手当

※平成二十三年四月二十二
日以後に原子力災害対応作
業（東京電力株式会社福島
第一原子力発電所の敷地内
において行つた作業を除
く。）に従事した職員の屋
外作業に従事した時間（第
二項の規定により支給され
ないこととなる手当に係る
作業に従事した時間を含
む。）が一日について四時
間に満たない場合における
日額手当の額は、規定によ
り受けるべき額に百分の六
十を乗じて得た額とする。

一　屋外において行う場合
日額　5,000円

二　屋内において行う場合
日額　1,000円

一　原子炉建屋（規則で
定めるものに限る。）内
において行う場合
日額　40,000円

二　前号及び第四号に掲
げる場合以外の場合で
あって、故障した設備等
を現場において確認する
場合（市長が定めるもの
に限る。）
日額　20,000円

三　前二号及び次号に掲
げる場合以外の場合
日額　13,300円

四　規則で定める施設内
において行う場合
日額　 3,300円

一　屋外において行う場合
日額　6,600円
 
二　屋内において行う場合
日額　1,330円

一　屋外において行う場合
日額　3,300円
 
二　屋内において行う場合
日額　  660円

二　原子力災害対策特別措
置法(平成十一年法律第百
五十六号)第二十条第三項
の規定に基づく原子力災害
対策本部長の地方公共団体
の長に対する指示(以下
「本部長指示」という。)
により、帰還困難区域に設
定することとされた区域に
おいて行う作業（前号に掲
げるものを除く。）

三　本部長指示により、居
住制限区域に設定すること
とされた区域において行う
作業（前二号に掲げるもの
を除く。）

四　本部長指示により、原
子力災害対策特別措置法第
二十八条第二項の規定によ
り読み替えて適用される災
害対策基本法第六十三条第
一項の規定に基づく警戒区
域に設定することとされた
区域において行う作業（前
三号に掲げるもの及び本部
長指示により、避難指示解
除準備区域に設定すること
とされた区域において行う
ものを除く。）

五　本部長指示により、居
住者等が避難のための立退
き又は避難のための計画的
な立退きを行うこととされ
た区域において行う作業
（前各号に掲げるもの及び
本部長指示により、避難指
示解除準備区域に設定する
こととされた区域において
行うものを除く。）

右記業務に従事した職員

一　東京電力株式会社福島
第一原子力発電所の敷地内
において行う作業

8



職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（６年度決算と同じ年度の４月１日

  現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）
  であり、短時間勤務職員を含みます。

（注）

(5)　時間外勤務手当
支給実績（６年度決算） 759,065 千円
職員１人当たり平均支給年額（６年度決算） 381,248 円

有害物等取扱手当

日額　350円

　　千円

右記業務に従事した職員

日額　1,100円

円

19,800 円

保健所の長たる医師が公衆
衛生に関する業務に従事し
た場合

野犬捕獲作業手当

環境衛生検査等作業手当

(6)　寒冷地手当（令和７年４月１日現在）
支給実績（年度決算）
職員１人当たり平均支給年額（年度決算）

支給実績（５年度決算） 735,090 千円
職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） 371,258 円

11,400 円
8,200

支給対象地域 世帯主等の区分 支給額（月額）
85,000

日額　1,100円

2,160
月額　180,000円

90
日額　290円

　　千円

142
　　千円

日額　７１０円

ただし、大規模な災害と
して管理者が定める災害
に係る作業に従事した場
合は、１,０８０円とす

る。

野犬、こう傷犬等の捕獲又
は抑留の作業に従事した場
合

　　千円

510

右記業務に従事した職員

保健所に勤務する職員

環境部環境課に勤務する
職員

環境部廃棄物対策課に勤
務する職員

保健所に勤務する職員

公衆衛生業務手当

円

福島市役所土湯温泉町支所、
茂庭出張所

世帯主である職員（扶養親族有）
世帯主である職員（扶養親族無）

その他の職員

災害応急作業等派遣手当

日額　350円

5
　　千円

千円

137

保健所に勤務する職員

異常な自然現象若しくは
大規模な事故により重大
な災害が発生し、又は発
生するおそれがある市外
の地方公共団体の区域に
派遣されて行う応急作業
に従事した職員（当該区
域を管轄する他の地方公
共団体から給与その他の
給付の支給を受ける場合
を除く。）

異常な自然現象若しくは大
規模な事故により重大な災
害が発生し、又は発生する
おそれがある市外の地方公
共団体の区域に派遣されて
行う応急作業に従事した職
員（当該区域を管轄する他
の地方公共団体から給与そ
の他の給付の支給を受ける
場合を除く。）

避難所等の運営支援の作業

その他災害応急作業

野犬、こう傷犬等の捕獲又
は抑留、並びに犬の死体の
引取り引渡し、検診、予防
注射及び解剖の補助作業に
従事した場合

狂犬病予防法の規定による
狂犬病予防員が、犬の死体
の引取り及び引渡し、検
診、予防注射並びに解剖の
作業に従事した場合

廃棄物の処理及び清掃に関
する法律第19条第1項の規
定に基づく立ち入り検査の
作業に従事した場合

有害物又は薬物を使用して
行う試験、研究、検査等の
うち窒息、中毒、神経障害
等を引き起こす等著しく健
康を害するおそれがある作
業に従事した場合

庁外における大気汚染防止
法等による検査又は測定の
作業に従事した場合

9



円

円

円

円

円

円

円

円20,644

1,231,600

千円

専門的知識を必要とし、かつ、採用に
よる欠員補充が困難であると認められ
る職等に採用された職員に一定期間支
給
　医師　309,200円～51,900円
　獣医師　50,000円～8,000円

千円
同じ夜間勤務手当

正規の勤務時間として深夜に勤務した
職員に支給
勤務した全時間に対し、勤務1時間当
たりの給与額の25/100割合を乗じた額

単身赴任手当

扶養手当

国において
は、医師、医
系技官等、研
究員等の職員
に支給

6,158

400,061休日勤務手当

配偶者 　6,500円
子　　　10,000円
配偶者以外の扶養親族　6,500円
満16歳の年度初めから満22歳の年度末
までの子1人につき　5,000円加算

同じ

720,687

223,070

異なる

167,920

千円

異動等に伴い転居し、やむを得ない事
情により配偶者と別居し、単身で生活
する職員に支給
基本額30,000円、距離に応じた加算額
8,000円～70,000円

同じ 1,046

千円

同じ 91,614

千円

348,667

祝祭日及び年末年始等の休日におい
て、正規の勤務時間中に勤務すること
を命じられた職員に支給
勤務した全時間に対し、勤務1時間当
たりの給与額の135/100の割合を乗じ
た額

千円

（支給要件）
通勤のため、交通機関等を利用しその
運賃等を負担することを常例とする職
員、自動車等を使用することを常例と
する職員に支給。ただし、徒歩により
通勤するものとした場合の通勤距離が
片道2ｋｍ以上の職員に限る。
（支給額）
交通機関等利用者
　運賃相当額。ただし、運賃が35,010
円超の場合、超える額の1/2を加算
限度額38,010円
自動車等使用
距離に応じて、4,000円～19,500円

異なる

国において
は、交通機関
等利用者の限
度額55,000
円。また、自
動車等使用の
場合の距離区
分、支給額が
異なる。距離
に応じて、
2,000円～
31,600円

204,637 109,256

89,368

(7)　その他の手当（令和７年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と異
なる内容

支給実績
(６年度決算)

支給職員１人当た
り平均支給年額
（６年度決算）

異なる

国において
は、月額
16,000円を超
える家賃を支
払っている職
員に支給。

千円

住居手当

（借家・借間）
職員が、自ら居住する住宅を借り受
け、月額9,000円を超える家賃を支
払っている場合
・20,000円以下の家賃
家賃額－9,000円
・20,000円を超え54,000円未満の家賃
（家賃額－20,000）×1/2+11,000
・54,000円以上の家賃
28,000円

155,685 272,177

203,663

初任給調整手当

特別調整手当

管理又は監督の地位にある職員のその
職の特殊性に基づき、規則で指定する
職員に支給
定額で12,900円～96,000円

異なる

一般行政職の
場合
４級５種
46,300円～
９級１種
130,300円

通勤手当

千円
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円

円

５　特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）

円 円 円

（

円 円 円

（

円 円 円

円 円 円

円 円 円

( ７ 年度支給割合） 　
（月 （ 月 、 月 ）

( ７ 年度支給割合） 　
（月 （ 月 、 月 ）

円

円

　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。
　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）
勤めた場合における退職手当の見込額です。

（注）１
２

（参考）類似団体における最高／最低額

給 料 月 額 等

給料月額×在職月数×支給率（２８．７／１００）

865,700

市　　　長

1.75

議　　　　長

副   議   長

635,900

期
末
手
当

６月期 1.7

６月期 1.725

市　　　　長
副　 市 　長

12月期 1.775

3.45

1,047,600

／ 475,000議　　　　員 599,000

議　　　　長

12月期

災害派遣手当

災害応急対策又は災害復旧のために、
め他の地方公共団体等から派遣された
職員が、住所又は居所を離れて市内に
滞在することを要する場合に、当該職
員に支給

－ －

682,000

700,000

給料月額×在職月数×支給率（４５／１００）

1,180,000

960,000

給
 
 
料

議　　　　員

748,000 ／ 513,000

／

827,000

副　 議 　長

副　市　長

0

千円

管理職員特別
勤務手当

管理又は監督の地位にある職員が、臨
時又は緊急の必要等により、やむを得
ず週休日等又は平日深夜（午前0時～5
時）に勤務した場合支給
勤務1回につき定額

異なる

週休日等：
6,000円～
10,000円（6時
間を超える場
合は150/100を
乗じた額）
平日深夜：
3,000円～
5,000円

1,618 24,892

千円

議
員
報
酬

区　　　分

退
職
手
当

円）

円）

1,047,600

／ 707,000

696,000

11,925,883

（１期の手当額） （支給時期）

22,628,160

3.5

任期ごと

／ 584,000

市　　　  長
副　 市 　長

（算定方式）

任期ごと

0
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６　職員数の状況

（各年４月１日現在）

人

人

＜参考＞

人

　職員数は一般職に属する職員数です。
　[　　　　]内は、条例定数の合計です。

20歳

23歳
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

234 246 57 2,195

税　　務
民　　生

２

水　　道 1
下 水 道

289 211 169 174 234

△ 1

96
30 30 0

職員数
261 190

△ 2 配置職員の見直し

土　　木

議　　会
総務企画

59歳

公
営
企
業
等

会
計
部
門

74

75.59

普
通
会
計
部
門

185

360 369 9 配置職員の見直し

労　　働
農林水産
商　　工 47 1 配置職員の見直し

191 △ 6 組織改正

配置職員の見直し
消防部門

対前年
増減数

主　な　増　減　理　由
令和６年 令和７年

4

2 配置職員の見直し

△ 1

106

73

1 配置職員の見直し
17

一
般
行
政
部
門

計

配置職員の見直し
46

4
232

職　　員　　数

17

0

0

0

280

　 （類似団体の人口１万当たりの職員数 65.99
1,991 1,987 △ 4

＜参考＞
　　人口１万当たり職員数

97

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

　　　　　　　　区　分

 部　門

106
388 389

234 △ 2 組織改正

(2)　年齢別職員構成の状況（令和７年４月１日現在）

区　分
20歳

　　人口１万人当たり職員数 83.50

28歳 32歳 36歳 40歳

未満 31歳 35歳 39歳

衛　　生

43歳

1,420 1,422 2
＜参考＞
　　人口１万当たり職員数
　 （類似団体の人口１万当たりの職員数

54.10
48.24 人）

人）

291

24歳

27歳

配置職員の見直し

283

計
以上

そ の 他 83 81

2,200 2,195

小　　計

51歳

△ 8
282

教育部門

48歳

55歳

52歳 56歳 60歳

13 117

小　　計 209 208
△ 5

〔2,576〕 〔2,576〕 〔0〕
（注）１

47歳

44歳

合　　計

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

20歳未満 20歳～23歳 24歳～27歳 28歳～31歳 32歳～35歳 36歳～39歳 40歳～43歳 44歳～47歳 48歳～51歳 52歳～55歳 56歳～59歳 60歳以上

構成比

5年前の

構成比

12



　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。（注）１

(3) 職員数の推移

３年 ４年 ５年 ６年２年

令和

209206

1,981

過去５年間
の増減数（率）

2,189 2,200 2,195 10

1,991

（1.08％）

301

1,393 1,405 1,420 1,422
（2.09％）

（-8.42％）

3

（1.97％）

278 279 279 280 282

296

279

205 4

1,972 1,969 1,980 1,987

29

△ 26

6
（0.31％）

300教育

消防

1,393

309

一般行政

（単位：人・％）　

（0.46％）

204公営企業等会計計

総合計 2,185 2,177 2,175

208209

普通会計計

　　　　　　　年　度
部門別

1,390

283291

７年
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７　公営企業職員の状況

　①

Ｂ
年度 ％ ％

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費205,266千円を含みません。

Ａ
年度 人

　
イ

　②

歳 円 円
歳 円 円

　③

千円 千円

（ （ （ （

　退職手当の１人当たり平均支給額は、６年度に退職した職員に支給された平均額です。

47.709 月分
最高限度額 47.709 月分

ア　決算

イ　特記事項
なし

おりません。

２ 　「勧奨・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後
その者の非違によることなく退職した場合を含む。

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(    )内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。

２

３

2.5 月分 2.1 月分 2.5 月分 2.1 月分

その他の加算措置
　　定年前早期退職特例措置（2%～20%加算）
その他の加算措置

39.7575 月分 47.709

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

　　定年前早期退職特例措置（2%～20%加算）
1人当たり平均支給額 - 千円 24,421 千円 1人当たり平均支給額 3,463 千円 20,850 千円

（注）１

月分 勤続35年 月分

イ　退職手当（令和７年４月１日現在）

47.709 月分

勤続20年 19.6695 月分 24.586875 月分 勤続20年 19.6695 月分 24.586875 月分
勤続25年 28.0395 月分 33.27075 月分 勤続25年

福島市 福島市（一般行政職・団体平均等）

勤続35年
28.0395 月分 33.27075 月分

47.709 月分 最高限度額 47.709 月分
39.7575

1.4 ）月分 1 ）月分 1.4 ）月分 1 ）月分

団 体 平 均 44.3 368,401 590,688
　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

　職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当

福　島　市 団　体　平　均
１人当たり平均支給額（６年度） １人当たり平均支給額（６年度）

1,733 1,753

（６年度支給割合） （６年度支給割合）
期末手当     勤勉手当     期末手当     勤勉手当    

100 409,566 61,225 173,258 644,049 6,440 7,100
　職員手当には退職給与金を含みません。
　職員数については、令和７年３月３１日現在の「地方公営企業決算状況調査」に基づく人数です。

　職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和７年４月１日現在）

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額
福  島  市 43.0 362,700 587,980

　平均年齢の団体平均は、会計年度任用職員を含んで算出しております。

また、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）を含み、会計年度任用職員を含みません。
　職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員及び、暫定再任用職員（短時間勤務）及び
定年前再任用短時間勤務職員をの給与費が含まれておりますが、会計年度任用職員の給与費は含まれて

（注）１

（注）１
２

福島市一般行政職

千円 千円 千円 千円 千円 千円

６ 千円 千円 千円
6,574,114 385,866 670,397 10.2

区　分 職員数 給与費 一人当たり
給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　Ｂ 給与費 Ｂ/Ａ

10.6

(参考)市町村平均

一人当たり給与費

６

　職員給与費の状況
(1)　水道事業

職員給与費純損益又は実質収支 総費用に占める職員給 (参考)５年度の総
費用に占める職員

給与費比率Ｂ／Ａ
区　分 総費用
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ならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

異常な自然現象若しくは大規模な
事故により重大な災害が発生し、
又は発生するおそれがある市外の
地方公共団体の区域に派遣されて
行う応急作業に従事した職員（当
該区域を管轄する他の地方公共団
体から給与その他の給付の支給を
受ける場合を除く。）

ウ　特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

支給実績（６年度決算） 1,052 千円
支給職員１人当たり平均支給年額（６年度決算） 15,699 円
職員全体に占める手当支給職員の割合（６年度） 59.0 ％
手当の種類（手当数） 5

左記職員に対する支給単価主な支給対象業務

水道料金等の滞納整理に従事した
場合

支給実績
(６年度決算)

右記業務に従事した職員

高所及び深所での作業に従事した
場合

土地の売買及び賃貸借契約の交渉
業務に従事した場合

支給実績（６年度決算） 20,960

停水処分手当

現場業務手当

用地交渉手当

職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） 249 千円

停水処分に従事した場合

水道使用者の異動に伴う開閉栓業
務並びに異常水量、漏水、無届使
用及び転出の調査等に従事した場
合

配水管工事等の監督、立会、検
査、調査及び測量等に従事した場
合

エ　時間外勤務手当

右記業務に従事した職員

右記業務に従事した職員

右記業務に従事した職員

配水管等の維持管理に従事した場
合

加圧ポンプ所等の維持管理に従事
した場合

0
　　千円

0
　　千円

958
　　千円

0
　　千円

千円
職員１人当たり平均支給年額（６年度決算） 250 千円
支給実績（５年度決算） 20,450 千円

　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。
　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（６年度決算）」と同じ年
度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当び支給対象とは

（注）１
２

日額　４００円

１件　１８０円

日額　３００円

日額　３５０円

手当の名称 主な支給対象職員

滞納整理手当

災害応急作業
等派遣手当

右記業務に従事した職員
94

日額　７１０円

ただし、大規模な災害と
して管理者が定める災害
に係る作業に従事した場
合は、１,０８０円とす

る。

　　千円
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円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

12,211 218,046

千円

住居手当 一般行政職制度に同じ 同じ － 5,914 295,719

千円

オ　その他の手当（令和７年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価
一般行政職の
制度との異同

一般行政職の
制度と異なる
内容

支給実績
(６年度決算)

支給職員１人当た
り平均支給年額
（６年度決算）

通勤手当 一般行政職制度に同じ 同じ － 9,075 109,343

千円

扶養手当 一般行政職制度に同じ 同じ －

災害派遣手当 一般行政職制度に同じ 同じ － 0 0

千円

単身赴任手当 一般行政職制度に同じ 同じ － 0 0

千円

特別調整手当 一般行政職制度に同じ 同じ － 11,950 746,850

千円

62 5,192

千円

管理職員特別
勤務手当

一般行政職制度に同じ 同じ －

休日勤務手当 一般行政職制度に同じ 同じ －

寒冷地手当 一般行政職制度に同じ 同じ － 0 0

千円

- 　　　　-

千円

夜間勤務手当 一般行政職制度に同じ 同じ － 0 0

千円
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